
岩沼市児童福祉施設運営協議会条例の一部を改正する条例 

 岩沼市児童福祉施設運営協議会条例（昭和６０年条例第２６号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「及び岩沼市心身障害児通園施設設置条例」を「、岩沼市心身障害児通園施設

設置条例」に改め、「規定する施設」の次に「及び岩沼市子育て支援センター設置条例

（平成２２年条例第１７号）第２条第２項に規定する施設」を加え、「岩沼市児童福祉施

設運営協議会」を「、岩沼市児童福祉施設運営協議会」に改める。 

 第２条第２項中「の各号」を削り、同項第４号を次のように改める。 

 ⑷ ボランティア活動を行っている者 

附 則 

 この条例は、令和６年４月 1日から施行する。 

議案第１４号 


